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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成23年9月8日(2011.9.8)

【公開番号】特開2010-32581(P2010-32581A)
【公開日】平成22年2月12日(2010.2.12)
【年通号数】公開・登録公報2010-006
【出願番号】特願2008-191730(P2008-191730)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ   9/083    (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/097    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３０１　
   Ｇ０３Ｇ   9/08    ３４４　

【手続補正書】
【提出日】平成23年7月22日(2011.7.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
結着樹脂、ワックス、及び磁性酸化鉄を少なくとも含有するトナー粒子と、無機微粒子と
を有するトナーであって、
前記磁性酸化鉄は、
（１）Ｔｉ成分、Ａｌ成分、Ｓｉ成分及びＦｅ成分を少なくとも含有し、
（２）前記Ｔｉ成分の含有量が、Ｔｉ元素換算で、前記磁性酸化鉄全体に対して、０．３
０質量％以上５．００質量％以下であり、
（３）前記Ａｌ成分の含有量が、Ａｌ元素換算で、前記磁性酸化鉄全体に対して、０．１
０質量％以上３．００質量％以下であり、
（４）前記磁性酸化鉄を１ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液に投入することによって
溶出されるＡｌ成分量が、前記磁性酸化鉄に含まれる全Ａｌ成分量の５０．０％以上９５
．０％以下であり、
（５）１ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液で溶出した後のアルカリ処理後磁性酸化鉄
をさらに酸水溶液で溶解し、溶解液を得、前記磁性酸化鉄が全て溶解された溶解液中に含
まれるＦｅ元素量を総Ｆｅ元素量としたときに、前記総Ｆｅ元素量の１０質量％が溶解液
に存在する状態まで前記アルカリ処理後磁性酸化鉄を溶解した溶解液（以下、Ｆｅ元素溶
解率１０質量％溶解液という）中に含まれるＡｌ成分量と、前記（４）で溶出されるＡｌ
成分量の合計が、前記磁性酸化鉄に含まれる全Ａｌ成分量の９５．０％以上１００．０％
以下であり、
（６）前記Ｆｅ元素溶解率１０質量％溶解液中に含まれる、Ｔｉ成分量のＴｉ元素換算値
の、Ａｌ成分量のＡｌ元素換算値に対する質量基準の比（Ｔｉ成分量のＴｉ元素換算値／
Ａｌ成分量のＡｌ元素換算値）が、２．０以上３０．０以下であり、
前記トナーは、温度１４０℃、周波数１０ｋＨｚで測定されたトナーの複素誘電率から算
出される誘電正接が、１．０×１０－３乃至５．０×１０－１であることを特徴とするト
ナー。
【請求項２】
前記磁性酸化鉄を１ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液に投入することによって溶出さ
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れるＳｉ成分量が、前記磁性酸化鉄に含まれる全Ｓｉ成分量の５．０％以上３０．０％以
下であることを特徴とする請求項１に記載のトナー。
【請求項３】
前記Ｆｅ元素溶解率１０質量％溶解液中に含まれる、Ｔｉ成分量のＴｉ元素換算値の、Ｓ
ｉ成分量のＳｉ元素換算値に対する質量基準の比（Ｔｉ成分量のＴｉ元素換算値／Ｓｉ成
分量のＳｉ元素換算値）が、１．０以上５．０以下であることを特徴とする請求項１又は
２に記載のトナー。
【請求項４】
前記トナー粒子が、スルホン酸基、スルホン酸塩基又はスルホン酸エステル基を有する重
合体を含有することを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のトナー。
【請求項５】
前記トナー粒子が、芳香族オキシカルボン酸又はその誘導体の金属化合物を含有すること
を特徴とする請求項４に記載のトナー。
【請求項６】
前記トナー粒子が、アゾ系鉄化合物を含有することを特徴とする請求項５に記載のトナー
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明者らは鋭意検討の結果、下記トナーを用いることによって、本発明の目的を達成
しうることを見出し、本発明の完成に至った。即ち、本発明は以下の通りである。
［１］　結着樹脂、ワックス、及び磁性酸化鉄を少なくとも含有するトナー粒子と、無機
微粒子とを有するトナーであって、
　前記磁性酸化鉄は、
（１）Ｔｉ成分、Ａｌ成分、Ｓｉ成分及びＦｅ成分を少なくとも含有し、
（２）前記Ｔｉ成分の含有量が、Ｔｉ元素換算で、前記磁性酸化鉄全体に対して、０．３
０質量％以上５．００質量％以下であり、
（３）前記Ａｌ成分の含有量が、Ａｌ元素換算で、前記磁性酸化鉄全体に対して、０．１
０質量％以上３．００質量％以下であり、
（４）前記磁性酸化鉄を１ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液に投入することによって
溶出されるＡｌ成分量が、前記磁性酸化鉄に含まれる全Ａｌ成分量の５０．０％以上９５
．０％以下であり、
（５）１ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液で溶出した後のアルカリ処理後磁性酸化鉄
をさらに酸水溶液で溶解し、溶解液を得、前記磁性酸化鉄が全て溶解された溶解液中に含
まれるＦｅ元素量を総Ｆｅ元素量としたときに、前記総Ｆｅ元素量の１０質量％が溶解液
に存在する状態まで前記アルカリ処理後磁性酸化鉄を溶解した溶解液（以下、Ｆｅ元素溶
解率１０質量％溶解液という）中に含まれるＡｌ成分量と、前記（４）で溶出されるＡｌ
成分量の合計が、前記磁性酸化鉄に含まれる全Ａｌ成分量の９５．０％以上１００．０％
以下であり、
（６）前記Ｆｅ元素溶解率１０質量％溶解液中に含まれる、Ｔｉ成分量のＴｉ元素換算値
の、Ａｌ成分量のＡｌ元素換算値に対する質量基準の比（Ｔｉ成分量のＴｉ元素換算値／
Ａｌ成分量のＡｌ元素換算値）が、２．０以上３０．０以下であり、
前記トナーは、温度１４０℃、周波数１０ｋＨｚで測定されたトナーの複素誘電率から算
出される誘電正接が、１．０×１０－３乃至５．０×１０－１であることを特徴とするト
ナー。
［２］　前記磁性酸化鉄を１ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液に投入することによっ
て溶出されるＳｉ成分量が、前記磁性酸化鉄に含まれる全Ｓｉ成分量の５．０％以上３０
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．０％以下であることを特徴とする［１］に記載のトナー。
［３］　前記Ｆｅ元素溶解率１０質量％溶解液中に含まれる、Ｔｉ成分量のＴｉ元素換算
値の、Ｓｉ成分量のＳｉ元素換算値に対する質量基準の比（Ｔｉ成分量のＴｉ元素換算値
／Ｓｉ成分量のＳｉ元素換算値）が、１．０以上５．０以下であることを特徴とする［１
］又は［２］に記載のトナー。
［４］　前記トナー粒子が、スルホン酸基、スルホン酸塩基又はスルホン酸エステル基を
有する重合体を含有することを特徴とする［１］から［３］のいずれかに記載のトナー。
［５］　前記トナー粒子が、芳香族オキシカルボン酸又はその誘導体の金属化合物を含有
することを特徴とする［４］に記載のトナー。
［６］　前記トナー粒子が、アゾ系鉄化合物を含有することを特徴とする［５］に記載の
トナー。
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